
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

小
西
幸
男
議
員
は
、
９
月
４
日
、
一
般
質
問
を
お
こ
な
い
、
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
と
橋
の
安
全
・
管
理
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
、
町
当
局

の
見
解
を
た
だ
し
ま
し
た
。

後
期
高
齢
者
の
実
態
は

小
西
幸
男
議
員
質
問

後
期
高

齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
っ
て
１
年
４

カ
月
に
な
り
ま
す
が
、
高
齢
者
の
聞

か
ら
は
「
わ
ず
か
な
年
金
か
ら
高
い

保
険
料
が
取
ら
れ
る
」
「
75
歳
を
過

ぎ
た
ら
生
き
て
た
ら
あ
か
ん
の
か
」

な
ど
の
声
が
聞
か
れ
ま
す
。
こ
の
制

度
に
対
す
る
反
対
の
声
は
全
国
各
地

で
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

地
方
議
会
の
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
廃
止
を
求
め
る
意
見
書
な
ど
の
採

択
は
、
６
６
７
自
治
体
。
署
名
は
国

会
請
願
だ
け
で
も
７
０
０
万
人
。
医

師
会
な
ど
の
署
名
な
ど
も
含
め

る
と
、
優
に
１
千
万
人
を
超
え

て
い
ま
す
。

武
豊
町
の
後
期
高
齢
者
は
何

人
か
。

ま
た
、
一
人
住
ま
い
の
方
、

夫
婦
住
ま
い
の
方
、
障
害
者
の

方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
だ
け
か
。

全
体
で
は
３
２
７
０
人

答
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後
期
高
齢
者
全
体
で

は
３
２
７
０
人
で
す
。

該
当
す
る
障
害
者
は
、
そ
の

一般質問を行う小西幸男議員（９月４日）

中
に
含
ま
れ
ま
す
が
、
65
歳
以
上
で

２
３
６
人
で
す
。

ま
た
、
４
月
１
日
現
在
、
一
人
住

ま
い
の
方
２
０
０
人
、
２
人
住
ま
い

で
夫
婦
共
75
歳
以
上
の
方
は
１
０
８

４
人
で
す
。

医
療
保
険
の
滞
納
は

小
西
幸
男
議
員
質
問

医
療
保

険
の
滞
納
は
あ
り
ま
す
か
。

未
納
は
０
・
52
％
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今
年
６
月
１
日
、
保
険

料
の
滞
納
は
、
１
２
３
万
８
５
０
０

円
あ
つ
た
の
が
、
８
月
20
日
に
は
85

万
３
９
０
０
円
、
最
新
の
デ
ー
タ
で

は
76
万
８
７
０
０
円
（
99
・
48
％
）

で
、
未
納
は
0
・
52
％
と
な
っ
て
い

ま
す
。

介
護
を
必
要
と
す
る
人
は

小
西
幸
男
議
員
質
問

寝
た
き

り
、
ま
た
は
、
介
護
を
必
要
と
す
る

人
は
ど
う
か
。

被
保
険
者
の
約
32
％
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寝
た
き
り
の
人
（
４
〜
５

級
）
１
４
７
人
、
要
支
援
１
、
２
級

の
人
１
８
１
人
、
要
介
護
１
〜
５
級

の
人
５
８
３
人
、
計
７
６
４
人
で
す
。

ま
た
、
介
護
を
必
要
と
す
る
人
は
、

１
０
３
８
人
で
被
保
険
者
の
31
・
7

％
で
す
。

橋
の
管
理
に
つ
い
て

小
西
幸
男
議
員
質
問

半
田
市

に
近
い
２
級
河
川
石
川
の
北
の
橋
な

ど
、
橋
の
欄
干
の
錆
が
よ
く
目
立
ち

ま
す
。

本
町
に
は
、
北
は
半
田
市
、
南
は

美
浜
町
に
接
す
る
国
道
２
４
７
号
線

が
あ
り
、
三
河
湾
に
流
れ
る
２
級
河

川
が
３
河
川
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
傷
み
に
応
じ
て

補
修
は
計
画
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。橋

の
管
理
は
、
国
、
県
、
町
が
そ

れ
ぞ
れ
負
う
と
思
い
ま
す
が
、
町
内

に
は
橋
を
列
挙
す
る
と
何
箇
所
あ
り

ま
す
か
。

ま
た
、
国
、
県
、
町
が
管
理
す
る

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
だ
け
で
す
か
。

町
が
管
理
し
て
い
る
橋
の
う
ち
、

補
修
を
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
所
は

あ
り
ま
す
か
。

全
体
で
１
３
１
箇
所

答
弁

町
内
全
体
で
は
１
３
１
の

橋
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
県
の
管
理
が
41
、
町

の
管
理
が
90
で
あ
り
、
国
道
に
か
か
っ

て
い
る
橋
も
県
が
管
理
し
て
お
り
、

国
が
直
接
管
理
す
る
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
。

平
成
24
年
ま
で
に
補
修
を
必
要
と

し
て
い
る
橋
は
12
箇
所
程
あ
り
ま
す

が
、
危
険
な
た
め
緊
急
に
補
修
す
る

必
要
の
あ
る
橋
は
あ
り
ま
せ
ん
。


